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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央作用導管（２１）を形成しているホース本体（２０）と複数の機能的導管（２２）
および該ホース本体の遠位端部に連結した複数の可動先端部分（１）とを備え、前記可動
先端部分が該機能的導管によって作動し得る内視鏡シャフトであって、
該ホース本体（２０）が、当該シャフトの外層を構成しているシリコーン製カバー（２４
）によって取り囲まれた押出成形された合成樹脂からなり、
前記ホース本体（２０）が、該ホース本体のシェル表面上で複数の長手方向の凹所ないし
は溝（２３）を含み、該複数の凹所ないしは溝が、さらに等しい角距離だけ離間して設け
られ、該シェル表面を取り囲んでいるシリコーン製カバー（２４）と共に外側機能的導管
を形成してなることを特徴とする内視鏡シャフト。
【請求項２】
　前記押出成形された合成樹脂からなるホース本体（２０）が、前記シリコーン製カバー
（２４）より剛性の高い材料特性を有してなることを特徴とする請求項１記載の内視鏡シ
ャフト。
【請求項３】
　前記ホース本体（２０）によって形成された機能的導管（２２）が圧縮媒体の案内を適
合させる導管であって、該圧縮媒体が圧縮空気または圧縮流体であり、前記中央作用導管
（２１）のまわりで互いに等しい角距離だけ離間した同一の基準円上に設けられ、当該内
視鏡シャフト全体にわたって延びてなる請求項１または２記載の内視鏡シャフト。
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【請求項４】
　前記可動先端部分の操作のために当該内視鏡シャフトを介して該可動先端部分に操作自
在に連結された操作デバイスを備えており、前記遠位端部が、長手方向に積み重ねられた
複数の膨出体を備え、該複数の膨出体のうちの２つが互いに半径方向に位置付けられて、
１つの層を形成し、長手方向に直接隣接している膨出体の２つの対がたがいに位相が９０
度ずれてなることを特徴とする請求項１、２または３記載の内視鏡シャフト。
【請求項５】
　１２時の位置、３時の位置、６時の位置、および９時の位置に設けられたすべての膨出
体が、互いに長手方向に連結されてなる請求項４記載の内視鏡シャフト。
【請求項６】
　前記膨出体が液圧または空気圧によって操作し得るベローズである請求項５記載の内視
鏡シャフト。
【請求項７】
　少なくとも１つのダクトが、長手方向に離間され互いに連結された２つのベローズのあ
いだに設けられているとの事実による機械および液圧式のカップリングまたは機械および
空気圧式のカップリングによって連結され、該少なくとも１つの導管がベローズに固着さ
れてなることを特徴とする請求項６記載の内視鏡シャフト。
【請求項８】
　各ベローズが半円状に折り曲げられた基部を有し、各層の２対の基部が中央の貫通孔を
形成するように相互に作用してなることを特徴とする請求項７記載の内視鏡シャフト。
【請求項９】
　前記基部がその半径方向の外側に円周方向の折り畳みを有する中空体を形成することを
特徴とする請求項８記載の内視鏡シャフト。
【請求項１０】
　基部の両面に、前記中空体と連通している接続スリーブが設けられ、該接続スリーブが
、等しい角位置で配列され、同時にダクトを形成している長手方向に離間した個々の基部
の接続ピースと接続されてなることを特徴とする請求項９記載の内視鏡シャフト。
【請求項１１】
　前記基部の端面に、長手方向に延びる切り欠きが設けられており、前記２つの本体を適
切に近接させることによって１つの層が形成されたときに、１つのダクトが案内される２
つの直径方向に対向した導管を形成してなることを特徴とする請求項１０記載の内視鏡シ
ャフト。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、中央作用導管を形成しているホース本体と複数の機能的導管とを備えた内視鏡
シャフトに関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
内視鏡は、たとえば医療目的でとくに身体の管状臓器内の空洞ないしは内腔を診察するた
めの器械である。この種の内視鏡は、好ましくは食道、胃、胃から十二指腸、肛門から腸
、尿道、膀胱および尿管を診察するために使用される。内視鏡にはほとんどの場合、前端
に取り付けられた照明器具と内視鏡の前方に位置する内腔の領域を視覚的に検知するため
の光学系が装備されている。
【０００３】
さらに内視鏡は、通常、たとえば組織標本を採取するための鉗子、生検針、加熱したた切
開用ワイヤー、小型のメス等のような様々な作業器具を挿入し、操作できるのでそのよう
に呼ばれる作用導管(working conduit)を含んでいる。最後に、一般にはたとえば内視鏡
の先端を様々な方向に屈曲させるためのワイヤーを洗浄したり操作したりするための流体
導管である機能的導管が設けられている。
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全体として、内視鏡は後方の操作端と接続ロープを除くと柔軟性ないしは可撓性をもつ細
長い棒の形をしている。一般的な外径は、およそ９～１５ｍｍの範囲内であるが、前頭部
の方が僅かに大きくなっている。
【０００４】
内視鏡はこれまで、圧力に対して剛性をもつ（pressure-stiff）内視鏡および／または内
視鏡シャフトを本体から突き出ている内視鏡の部分から身体内へ押し入れることによって
身体内に挿入されていた。内視鏡のかかる導入方法はとくに結腸鏡の場合には特別に困難
で長い時間がかかるが、それは腸には屈曲部やしばしば峡部があるためである。したがっ
て、結腸鏡検査はこれまで患者にとって不快な費用が高くつく検査であり、このため広範
に適用することはほとんど考慮に入れられていなかった。さらに、結腸鏡を取り扱えるの
は、この問題に関して経験を積んだ医師に限られている。
【０００５】
さらに先行技術によって、内視鏡には検査されるべき患者の内腔に挿入するために要求さ
れる剛性と、同時に必用な柔軟性のゆえに、既知の構造の内視鏡はきわめて複雑であり、
したがって非常に費用のかかる設計であることが示されている。これらの内視鏡は、製造
費用が非常に高価であるために何度も繰り返して使用されなければならない。このため各
検査後には費用のかかる滅菌手段を講じることが必要になるが、このとき最終的には、と
くに未熟なスタッフがそうした滅菌操作を実行する場合は、内視鏡シャフトが損傷するリ
スクが生じる。
【０００６】
この状況を鑑みて、本発明の目的は、相当に安価な方法で製造することができ、たとえば
滅菌作業中に損傷するリスクが排除される内視鏡シャフトを提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の目的は、
中央作用導管２１を形成しているホース本体２０と複数の機能的導管２２とを備えた内視
鏡シャフトであって、
該ホース本体２０が、当該シャフトの外層を構成しているシリコーン製カバー２４によっ
て取り囲まれた押出成形された合成樹脂からなる
ことを特徴とする内視鏡シャフトによって達成される。
【０００８】
前記押出成形された合成樹脂からなるホース本体２０が、前記シリコーン製カバー２４よ
り剛性の高い材料特性を有してなることを特徴とする請求項１記載の内視鏡シャフト。
【０００９】
また、前記ホース本体２０のみによって形成された機能的導管２２が圧縮媒体を案内する
ための圧力導管であって、該圧縮媒体が圧縮空気または圧縮流体であり、前記中央作用導
管２１のまわりで互いに等しい角距離だけ離間した同一の基準円上に設けられ、当該内視
鏡シャフト全体にわたって延びてなることが好ましい。
【００１０】
また、前記ホース本体２０が、該ホース本体のシェル表面上で複数の長手方向の凹所ない
しは溝２３を含み、該複数の凹所ないしは溝が、さらに等しい角距離だけ離間して設けら
れ、該シェル表面を取り囲んでいるシリコーン製カバー２４と共に追加の機能的導管を形
成してなることが好ましい。
【００１１】
また、前記追加の機能的導管が、円周方向と半径方向とにみられる圧力導管２２の間に設
けられてなることが好ましい。
【００１２】
また、運動自在の遠位端部と、該遠位端部の操作のために当該内視鏡シャフトを介して該
遠位端部に操作自在に連結された操作デバイスとを備えており、前記遠位端部が、長手方
向に積み重ねられた複数の膨出体を備え、該複数の膨出体のうちの２つが一度に互いに半
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径方向に位置付けられて、１つの層を形成し、長手方向に直接隣接している膨出体の２つ
の対がたがいに位相が９０度ずれてなることが好ましい。
【００１３】
また、１２時の位置、３時の位置、６時の位置、および９時の位置に設けられたすべての
膨出体が、互いに長手方向に連結されてなることが好ましい。
【００１４】
また、前記膨出体が液圧または空気圧によって操作し得るベローズであることが好ましい
。
【００１５】
また、少なくとも１つのダクトが、長手方向に離間され互いに連結された２つのベローズ
のあいだに設けられているとの事実による機械および液圧式のカップリングまたは機械お
よび空気圧式のカップリングによって連結され、該少なくとも１つの導管がベローズに固
着されてなることが好ましい。
【００１６】
また、各ベローズが半円状に折り曲げられた基部を有し、各層の２対の基部が中央の貫通
孔を形成するように相互に作用してなることが好ましい。
【００１７】
また、前記基部が中空体を形成し、半径方向外側に折り畳まれてなることが好ましい。
【００１８】
　また、基部の両面に、前記中空体と連通している接続スリーブが設けられ、該接続スリ
ーブが、等しい角位置で配列され、同時にダクトを形成している長手方向に離間した個々
の基部の接続ピースと接続されてなることが好ましい。
【００１９】
また、前記基部の端面に、長手方向に延びる切り欠きが設けられており、前記２つの本体
を適切に近接させることによって１つの層が形成されたときに、１つのダクトが案内され
る２つの直径方向に対向した導管を形成してなることが好ましい。
【００２０】
本発明は下記の考察を基礎としている：
本発明のこの種の内視鏡は、とくにドイツ特許出願公開第４２　４２　２９１Ａ１号公報
に従った先行技術から知られている。この内視鏡は、柔軟性であるが圧力押されてもつぶ
れない管状体から作られた内視鏡シャフトが接続されている内視鏡ヘッドまたは先端部と
内視鏡シャフトの下端にある操作装置とから構成される。操作装置は、内視鏡シャフト内
で運動し得るように設けられている操作用ワイヤーまたはボーデンワイヤーを通して先端
部と操作可能に接続されている内視鏡シャフト上に回転式で取り付けられたいくつかの作
動輪を含んでいる。
【００２１】
この内視鏡シャフトをたとえば治療される患者の腸内に挿入するために、この先行技術は
下記で手短に説明されるようなある種のダブルリバース式ホースシステムを利用している
：
この公報から知られているダブルリバース式ホースシステムは、これによって形成される
リバースホースの内側ホース部分に作用する駆動手段によって順に可動性である両面リバ
ースホース内に内視鏡シャフトをスライド式で誘導することを生じさせる。駆動手段には
少なくとも連続駆動送り手段、たとえばいくつかの作動輪が含まれるが、これらはシャフ
トの軸方向に作動輪を実質的に連続的に移動させるために内側ホース部分上を半径方向に
推し進めることができる。これは、リバースホースシステムの連続的前進を正確に制御す
ることができ、したがって、たとえば内視鏡の先端部を正確にその地点に誘導できるとい
う長所を有する。
【００２２】
この場合には内側ホース部分に作用する送り手段の圧縮圧は、シャフトが少なくとも送り
手段の領域において内側ホース部分と直接に摩擦接触しているように選択されることが前
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提とされている。送り手段は、上記ですでに指摘したように、１個以上の摩擦作動輪によ
って構成されるが、これは連続的およびできる限りスリップを生じずに内視鏡シャフトを
患者の内腔へ確実に送り込むことができるように予定圧縮圧もしくは調整可能な圧縮圧で
内側ホース部分に対して偏らせることができる。内視鏡シャフト自体が摩擦作動輪の橋台
を形成する。
【００２３】
さらに駆動手段にはシャフトの動きをリバースホースの動きと同期化させるための装置が
含まれる。これは、それにリバースホースの後または前反転部分が送りの方向に依存して
するすると動くように隣接し、その結果リバースホースが現在最も一般的な送り力には逆
に後もしくは前端部分を通ってシャフトに制動力を適用するようにシャフトに軸方向に固
定された後および前端または締付け部分であってもよい。あるいはまたその代わりに、同
期化装置は、シャフトの送り速度が内側ホース部分の送り速度の半分であるようにリバー
スホース駆動装置と同期化されているるシャフトの後端部分に作用するローラーもしくは
スピンドル駆動装置であってもよい。
【００２４】
ドイツ特許出願公開第４２　４２　２９１　Ａ１号公報から知られている内視鏡装置の実
質的な長所は、内視鏡シャフトが駆動装置、すなわちダブルリバース式ホースシステムに
よって可動性の前方先端部分を除いて全長にわたってケースに入れられており、したがっ
て内腔壁に直接に接触しないという事実にある。さらに、ダブルリバース式ホースシステ
ムはある種の自己推進力を作り出すので、それによってそれの操作端から内視鏡シャフト
へそれ以上の送り力を適用する必要がない。
【００２５】
したがってドイツ特許出願公開第４２　４２　２９１　Ａ１号公報およびそこで与えられ
る技術的教示は、それらが現在本発明の主題である新規の内視鏡シャフトを形成するため
の予備条件を確立している。
【００２６】
その結果として、請求項１に記載の本発明の要旨は、前述のように特徴づけられたホース
本体の外側を被覆する、したがって内視鏡シャフトの外層を形成するシリコーン製外皮と
ともに中央作用導管および数本の機能的導管を形成するホース本体からなる内視鏡シャフ
トを提供することである。内視鏡シャフトのコアを成すホース本体自体は押出成形された
合成材料から構成される。
【００２７】
この構造はとくに低費用で製造できることが明らかになっているが、それはそうしたシャ
フトをたとえば既知のデザインのダブルリバース式ホースシステムの形状で駆動手段と一
緒に使用するときにはシャフトの長手方向における屈曲強さを考慮に入れる必要がないた
めである。押出成形合成樹脂区間はきわめて安価であり、このときシリコーン製外皮は押
出成形ホース本体の周囲に単純に鋳造することができる。
【００２８】
この構造はきわめて安価で製造することができるので、本発明に従った内視鏡シャフトは
滅菌措置を無用とするディスポーザブル製品として使用できる。
【００２９】
さらに、シリコーン製外皮は衝撃を受けた場合に損傷からホース本体を保護する柔らかい
クッションのように機能する。さらに、シリコーン製外皮はその高度に弾性の柔らかい特
徴にもかかわらず、たとえば上記のリバースホース式駆動システムのような先行技術から
知られている駆動手段のための橋台として適することが明らかになっている。
【００３０】
【発明の実施の形態】
添付の図面を参照しながら本発明の実施の形態によって詳細に説明する。
【００３１】
図１では、本発明の好ましい実施の形態にしたがっている内視鏡シャフトの可動先端部分
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が略図として示されている。
【００３２】
図１から読み取ることができるように、本発明にしたがっている内視鏡シャフトの可動先
端部分１は長手方向に並列させられたおよび／または積み重ねられた複数の本体２、３、
４を備えており、各層は相互に対して直径方向に（ないしは、正反対に）配列された２つ
の本体から形成されている。
【００３３】
図２は略図として示された可動先端部分の平面図を示している。したがって、各本体２、
３、４は円周方向に見られる中央部分で膨出体６を形成する半円形リング状ディスク素子
５から構成されている。半円形リング状ディスク５の２つの各端面では、ディスク５の厚
さの方向に伸長している切り欠き７、７′が好ましくは半円形で形成されている。半円形
リング状ディスク５は、対向する切り欠き７、７；７′、７′が各端面で２つの正反対に
向合う貫通孔９、９′を限定するようにそれの２つの端面８、８′で各層において相互に
隣接して配列されている。
【００３４】
さらに図１から読み取ることができるように、先端部分の長手方向において直接に隣接す
る対の本体はさらに位置が９０度ずれている。これによって膨出体６は１つの層に関して
３時と６時の位置に、および各々隣の層上では１２時と６時の位置に交互に配列されてい
る。
【００３５】
本実施の形態によれば、膨出体６は空気圧または液圧（たとえば油圧）により作動させる
ことのできる伸縮ベローズとして形成される。あるいはまた、もちろん膨出体６を圧電素
子として形成することも可能である。
【００３６】
伸縮ベローズの場合における膨出体６は、可動先端部の旋回および／またはベンドオフ（
bend-off）機構を形成する。このために、同一の角位置を有するすべてのベローズ、すな
わち１２時の位置、３時の位置、６時の位置および９時の位置にあるベローズは相互に結
合されている。この結合は、機械的および液圧（油圧）および／または空気圧の両方で同
一屈曲位置を有する２個の長手方向に離間したベローズを接続するダクト１０から構成さ
れ、これらの複数のダクト１０はそれらの間に取り付けられた対の本体の貫通孔９、９′
を通って伸長している。
その結果、個々の層がバラバラになるのを防止するために、液圧（油圧）および／または
空気圧による流体連絡並びに機械的結合が複数のダクト１０によって作り出される。
【００３７】
図１に従うと、ベローズは主として半円形リング状ディスク５の対向する扁平な側に用意
されており、それを通ってリング状ディスク５が伸長している貫通孔１１によって相互に
液体連絡している。
【００３８】
図２から明らかであるるように、各層について全可動先端部分１に沿って伸長していて外
科用器具、補助器具または光学装置を導入するための作用導管を形成する中央貫通孔１２
は、本発明にしたがって半円形リング状ディスク５を並列させることによって形成されて
いる。
【００３９】
本発明に従った可動先端部分の機能原理は次のようにまとめることができる：たとえば油
圧液のような圧力媒体が選択された角位置で複数のダクト１０を通して液体結合ベローズ
内にポンプで注ぎ込まれると、これはベローズが先端部分１の長手方向に実質的に拡大す
ることを惹起し、これによって半円形リング状ディスク５はこの角位置の領域で互いに離
間している。他の各角位置では圧力が印加されず、および／または圧力がその他の全ベロ
ーズから開放されるので、これは２個のリング状ディスク５から構成される各層が傾くこ
とを惹起し、それによって先端部分は徐々にそれの全長手伸長部分にわたって屈曲する。
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油圧流体が加圧されたベローズによって多量に注入されるほど、ほぼ１６０度の屈曲が達
成できるまで先端部分の屈曲度はより大きくなる。
【００４０】
運動方向におけるそうした屈曲運動は、もちろん相違する角位置、たとえばそれを９０度
ずれた角位置でベローズを加圧することによって重ね合わせることができ、それによって
結果として先端部分のある種の回転運動が生じる。さらにまた、相互に長手方向に間隔を
空けて離れた全ベローズのすべての可能性のある伸長領域において先端部分を長手方向で
移動または収縮させることができるように全角位置で全ベローズに圧力を適用する、また
は圧力を解除することも可能である。
【００４１】
可動先端部分の先端部が特定の屈曲位置を採用するとすぐに、１または複数の角位置の各
ベローズの加圧が停止され、それによって先端部分は油圧流体の圧縮不能な特性のために
この屈曲位置で固定して維持される。
【００４２】
この固定はベローズ自体の半径方向における弾性に依存するが、このとき各半円形リング
状ディスクの設計に関しては、下記で具体的な設計によって説明されるように、長手方向
においては弾性が良好であるが半径方向ではできる限り剛性の構造であるように努力され
ている。
【００４３】
図１からさらに読み取ることができるように、図１に従った最下層の半円形リング状ディ
スク５は油圧パイプシステムを結合するための連結スリーブ１３を含んでいる。この図に
は示されていないこの油圧パイプシステムは、実質的にその中に形成された作用導管内で
内視鏡シャフトを通って誘導され、中央油圧源に接続されているいずれも図示されていな
い４本の導管を含んでいる。油圧源としては好ましくは、圧力が１つの角位置のベローズ
に適用されたときに対向する角位置にあるベローズ内の圧力が解放されるような方法で相
互から独立してもしくは結合して操作可能な４個の個別ポンプから構成される手動操作型
の圧力ポンプが適している。各々対向する列のベローズにおいて圧力の印加と圧力の解放
との間のそうした相互関係があると、先端部分の可動性はさらに増加させることができ、
位置決め能力を向上させることができる。
【００４４】
そうした圧力ポンプは、さらにたとえば腸の側から括約筋の領域における腸壁の探索さえ
可能にする。
【００４５】
図３の（ａ）～（ｄ）には、半円形のリング状ディスク５の設計が詳細に示されている。
そこから読み取ることができるように、リング状ディスク５は中空間隙を形成する予定厚
さを有する合成体から構成される。この本体の壁はベローズ１４を形成できるように半径
方向の外側で少なくとも１回内側に折り畳まれている。
【００４６】
リング状ディスク５の相互に対向する側面１５、１６では、整列してリング状体５の中空
内に開いて配列されている連結スリーブ１７、１８が形成されている。連結スリーブ１７
、１８はリング状ディスク５と一体型として形成することができる、またはその上に融着
することもできる。リング状ディスク５は、好ましくは円周方向において半径方向の外側
および半径方向の内側に沿って相互に融着されている外皮の２つの半分から構成される。
【００４７】
半円形切り欠き７、７′はリング状ディスク５の厚さの方向に半円形リング状ディスク５
の両端面８、８′で形成されている。
【００４８】
図４には可動先端部分が構造的に示されている。
【００４９】
そこから明らかであるように、それらの各端面８、８′で同時に並列させられた上記で説
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明された２個のリング状ディスク５が１つの層を形成しているが、このとき相互に直接隣
接して配列される各層の対のリング状ディスクは位置が９０度ずれている。長手方向で見
られる角位置に位置するリング状ディスク５を固定するために、端面に形成された切り欠
き７、７′によって１つの層において形成される貫通孔９、９′を通って伸長している連
結スリーブ１７、１８は相互に接着または溶接されている。これによって上記のダクト１
０並びに長手方向に結合されたリング状ディスク５の機械的接続が達成される。
【００５０】
上記の設計での合成材料の代わりの材料として、さらにもちろんゴムまたは積層ゴムもま
た先端部分１に使用されてもよい。先端部分は、２つの最下層において自由連結スリーブ
１３が油圧シャフトに沿って油圧管と液体連絡するように内視鏡シャフトの端面上に融着
される。
【００５１】
図５に示されているように、内視鏡シャフトは大きな径を有する中央作用導管２１を形成
する押出成形合成部分から作られたホース本体２０を含んでいる。作用導管２１は、すで
に上記で指摘されたように、先端部分１の中央貫通孔１２と貫通連絡をしている。
【００５２】
作用導管２１の周囲ではより小さな断面を有するいくつかの機能的導管２２が中央作用導
管２１から半径方向に間隔を空けてホース本体２０において相互から等角度間隔で配列さ
れている。この場合には、圧力導管として先端部分１を作動させるために連結スリーブと
液体連絡している４本の機能的導管２２がホース本体２０に用意されている。
【００５３】
内視鏡シャフトの後端部分には、圧力導管として使用される機能的導管に同様に接続され
、好ましくは内視鏡シャフトと統一体を形成する圧力媒体源が備えられている。
【００５４】
実質的にそれの全長にわたってホース本体２０を取り囲み、好ましくは内視鏡シャフトで
は取付け点の領域で先端部分１で終了する、または前端では先端部分１と一緒に密封性に
溶接されているシリコーン製ケーシングまたはシリコーン製カバー２４が外皮のようにホ
ース本体２０の周囲に配置されている。
【００５５】
ホース本体２０に沿って伸長し、相互から等角度間隔で配列されている円形の切り欠きも
しくは溝２３はホース本体２０のケース表面において機能的導管間で半径方向に形成され
ている。好ましくは溝２３は正確にホース本体２０の機能的導管２２間に位置する。溝２
３は半径方向に密封方法でシリコーン製ケーシングによって被覆されているので、したが
ってその中にたとえば先端部分でカメラのチップまたは照明取付具を接続するためのケー
ブルが置かれる外側機能的導管を形成する。
【００５６】
すでに最初に説明したように、内視鏡シャフトをディスポーザブル製品として設計するこ
とはとくに有益である。このために製造費用を低下させるため、連結スリーブ１７、１８
をホース本体の圧力導管２２と液体連絡させることによって、合成材料から作られる先端
部分は内視鏡シャフトの前端上に単純に融着される。
【００５７】
最後にこの状況において、内視鏡シャフトの設計は決して本発明に従った先端部分とだけ
ではなくこれまでに知られている他のシャフトの端部とも組み合わせることができること
を指摘しておく。作動装置はここで説明されたディスポーザブルとしての手動ポンプだけ
ではなく、内視鏡シャフトを簡単に接続できる従来型の再使用型圧力源であってもよい。
後者の場合には、接続点は圧力源と機能的導管の間の連絡ダクトを接続するためにシャフ
トの後端で形成される。
【００５８】
本発明は、１本の中央作用導管と数本の機能的導管を形成するホース本体を備える内視鏡
シャフトに関する。本発明に従うと、ホース本体は内視鏡シャフトの外層を成すシリコー
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【００５９】
【発明の効果】
本発明によれば、安価な方法で製造することができ、たとえば滅菌作業中に損傷するリス
クが排除される内視鏡シャフトを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態にかかわる内視鏡シャフトの先端部分の略断面図である。
【図２】図１の内視鏡シャフトの略平面図である。
【図３】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）および（ｄ）は、それぞれ本発明の一実施の形態にかか
わる内視鏡シャフトの膨出体の構造を示す説明図である。
【図４】本発明の一実施の形態にかかわる内視鏡の先端部を形成する複数の膨出体の組み
合わせの斜視図である。
【図５】本発明の一実施の形態にかかわる内視鏡シャフトの平面図である。
【符号の説明】
１　可動先端部分
２、３、４　本体
５　ディスク
６　膨出体
７、７′　切り欠き
１０　ダクト
２０　ホース本体
２１　作用導管
２２　機能的導管

【図１】

【図２】

【図３】
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